
町からの
お知らせ

～知って役立つ～

▼
相
談
事
項
 

相
続
︑
遺
⾔
︑
事
故
︑

紛
争
等
の
法
律
相
談

▼
日
時

10
⽉
20
⽇
︵
⾦
︶
13
時

16

時
︵
⼀
⼈
当
た
り
45
分
程
度
︶

▼
場
所
 

肝
付
町
役
場
第
２
会
議
室

※
事
前
予
約
制
で
す
の
で
︑
10
⽉
18
⽇

︵
⽔
︶
17
時
ま
で
に
予
約
し
て
く
だ

さ
い
︒

▼
予
約
先
 

肝
付
町
役
場
総
務
課

☎
０
９
９
４︵
65
︶８
４
２
１

※
対
⾯
で
は
な
く
︑
オ
ン
ラ
イ
ン
テ
レ

ビ
会
議
に
よ
る
法
律
相
談
で
す
︒

無
料
緊
急
相
談
に
つ
い
て

 

緊
急
時
の
場
合
は
照
国
総
合
事
務
所

に
て
︑
無
料
緊
急
相
談
を
⾏

て
い
ま

す
︒

▼
相
談
事
項

 

①
法
律
問
題  

②
税
務
問
題

 

③
労
務
問
題  

④
登
記
問
題

▼
申
込
方
法

 

照
国
総
合
事
務
所
︵
☎
０
９
９

︵
２
２
６
︶０
１
０
０
︶に
直
接
電
話
し
︑

肝
付
町
⺠
⼜
は
そ
の
関
係
者
で
あ
る
こ

と
を
伝
え
て
く
だ
さ
い
︒
そ
の
後
︑
相

談
⽇
等
を
決
め
ま
す
︒

 

⼈
権
は
⼈
間
が
幸
福
な
⼈
⽣
を
送
る

上
で
最
も
⼤
切
な
権
利
で
す
︒

 

⽇
常
⽣
活
の
な
か
で
の
様
々
な
悩
み

や
⼼
配
ご
と
つ
い
て
︑
お
気
軽
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
︒

▼
相
談
内
容

 

家
庭
内
・
近
隣
間
の
ト
ラ
ブ
ル
や
相

続
・
⾦
銭
問
題
で
の
悩
み
ご
と
等

▼
日
時

10
⽉
24
⽇
︵
⽕
︶

午
前
10
時

午
後
３
時

▼
場
所
 

岸
良
出
張
所

※
電
話
相
談
は
平
⽇
の
午
前
８
時
30
分

午
後
５
時
15
分
ま
で
可
能
で
す
︒

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

⿅
児
島
地
⽅
法
務
局
⿅
屋
⽀
局

☎
０
９
９
４︵
43
︶６
７
９
０

 

農
林
⽔
産
省
で
は
︑
11
⽉
１
⽇
現
在

で
﹁
２
０
２
３
年
漁
業
セ
ン
サ
ス
﹂
を

実
施
し
ま
す
︒
こ
の
調
査
は
︑
漁
業
の

現
状
を
知
り
将
来
を
考
え
る
た
め
の
⼤

切
な
調
査
で
す
︒

 

調
査
を
お
願
い
す
る
⽅
々
に
は
︑
10

⽉
下
旬
頃
か
ら
調
査
員
が
調
査
書
類
の

配
布
に
伺
い
ま
す
の
で
︑
ご
協
⼒
を
お

願
い
し
ま
す
︒

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

肝
付
町
役
場
企
画
調
整
課

☎
０
９
９
４︵
65
︶８
４
２
２

 

⾼
⼭
准
看
護
学
校
で
は
︑
令
和
６
年

４
⽉
⼊
学
⽣
を
募
集
し
ま
す
︒

▼
入
学
願
書
受
付
期
間

11
⽉
27
⽇

12
⽉
４
⽇

 

詳
し
く
は
ホ

ム
ペ

ジ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
︒

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

⾼
⼭
准
看
護
学
校

０
９
９
４︵
65
︶２
８
６
４

⿅
児
島
県
司
法
書
⼠
会

０
９
９︵
２
４
８
︶８
２
７
０

 

⿅
児
島
県
⺠
⼿
帳
の﹁
２
０
２
４︵
令

和
６
︶
年
版
﹂
が
10
⽉
１
⽇
よ
り
県
内

の
コ
ン
ビ
ニ
︑
書
店
・
⽂
房
具
店
で
販

売
さ
れ
ま
す
︒

 

肝
付
町
役
場
企
画
調
整
課
・
内
之
浦

総
合
⽀
所
町
⺠
⽣
活
課
・
岸
良
出
張
所

に
お
い
て
も
販
売
し
ま
す
︒

 

価
格
は
１
冊
６
９
０
円
︵
税
込
︶︒

カ
バ

は
⿊
・

⾚
・
⻘
の
３
種

類
︒
数
に
限
り

が
あ
り
ま
す
の

で
︑
お
早
め
に

お
買
い
求
め
く

だ
さ
い
︒

▼
お
問
い
合
わ

せ
先

肝
付
町
役
場
企
画
調
整
課

０
９
９
４︵
65
︶８
４
２
２

 

弁
護
⼠
法
⼈
照
国
総
合
事
務
所
で

は
︑無
料
の
法
律
相
談
を
実
施
し
ま
す
︒

オ
ン
ラ
イ
ン
無
料
法
律
相
談

 

肝
付
町
⺠
及
び
そ
の
関
係
者
を
対
象

に
︑無
料
の
法
律
相
談
を
実
施
し
ま
す
︒

 

今
年
の
体
⼒
づ
く
り
町
⺠
運
動
会

は
︑
か
ご
し
ま
国
体
の
開
催
に
伴
い
実

施
い
た
し
ま
せ
ん
︒

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

肝
付
町
役
場 

⽣
涯
学
習
課

☎
０
９
９
４︵
65
︶２
５
９
４

 

司
法
書
⼠
・
⼟
地
家
屋
調
査
⼠
・
税

理
⼠
に
よ
る
無
料
法
律
・
登
記
・
税
務

相
談
を
⾏
い
ま
す
︒

▼
日
時

10
⽉
１
⽇
︵
⽇
︶

９
時

12
時
・
午
後
１
時

４
時

▼
場
所
 

リ
ナ
シ
テ

か
の
や

 

詳
細
に
つ
い
て
は
︑
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
︒

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

体
力
づ
く
り
町
民
運
動
会

に
つ
い
て

司
法
書
士
等
に
よ
る

無
料
相
談
所
開
設

無
料
法
律
相
談
の

お
知
ら
せ

特
設
人
権
相
談
所　

開
設

２
０
２
４（
令
和
６
）年
版

鹿
児
島
県
民
手
帳
販
売
開
始

２
０
２
３
年
漁
業
セ
ン
サ
ス

実
施

高
山
准
看
護
学
校

入
学
生
募
集

▲
准
看
護
学
校

　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

鹿児島県の鹿児島県の最低賃金最低賃金
鹿児島県

最低賃金

時間額 効力発生日

897 円 令和 5年
10 月 6日

鹿児島県内のすべて

の労働者及び使用者

に適用されます

お問い合わせ先  ⿅児島労働局賃⾦室 ☎ 099（223）8278
⿅屋労働基準監督署 ☎ 0994（43）3385
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